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平
成
１９
年
度
国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
に
つ
い
て

税
務
課
（
内
線
５
３
１
～
５
３
４
）

　

国
民
健
康
保
険
税
は
、
所
得
割
・
資

産
割
・
均
等
割
・
平
等
割
の
４
項
目
か

ら
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
資
産
割
に
つ

い
て
、
平
成
１９
年
度
か
ら
段
階
的
に
引

き
下
げ
て
い
く
と
い
う
方
針
が
決
ま
り

ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
平
成
１９
年

度
の
税
率
を
次
の
と
お
り
変
更
い
た
し

ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

医
療
分
の
課
税
限
度
額
が
５３
万
円
か

ら
５６
万
円
に
改
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ

は
、
中
間
所
得
者
層
の
方
へ
の
負
担
が

過
分
と
な
ら
な
い
よ
う
１０
年
ぶ
り
に
国

が
見
直
し
を
行
っ
た
も
の
で
す
。

　

保
険
税
は
、
国
保
の
運
営
を
支
え
る

大
切
な
財
源
で
す
か
ら
、
納
め
忘
れ
の

な
い
よ
う
必
ず
納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ

う
。

■平成１９年度国民健康保険税の税率

医　療　分 介　護　分
平成１８年度 平成１９年度 平成１８年度 平成１９年度

所得割 １００分の７．０ １００分の７．７ １００分の１．６ １００分の１．９
資産割 １００分の３０．０ １００分の２０．０ １００分の５．７ １００分の４．０
均等割 ２３，０００円

据え置きます
７，７５０円

据え置きます
平等割 ２６，０００円 ５，５５０円

１世帯あたりの保険税額の決まり方

次の４つの項目を組み合わせて１世帯ごとの保険税額が
決まります。

所得割

＋

資産割

＋

均等割

＋

平等割

世帯の所得
に応じて計
算

世帯の固定
資産税額に
応じて計算

世帯内の被
保険者数に
応じて計算

１世帯につ
き

※税額の合計が５６万円を超えた場合は、５６万円となります。

国保に加入している４０歳以上６５歳未満の方（介護保険第２

号被保険者）について医療分と同様に決まります。

所得割

＋

資産割

＋

均等割

＋

平等割

第２号被保
険者の所得
に応じて計
算

第２号被保
険者の固定
資産税額に
応じて計算

第２号被保
険者数に応
じて計算

第２号被保
険者がいる
世帯につき

※税額の合計が９万円を超えた場合は、９万円となります。

医療分

介護分

医療分 介護分国民健康保険税 ＝ ＋

税
務
課
（
内
線
５
３
４
）

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
さ
れ
た
住
宅
の

固
定
資
産
税
の
減
額
に
つ
い
て

　

既
存
住
宅
を
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修

し
た
場
合
、
一
定
期
間
の
固
定
資
産
税

が
減
額
さ
れ
ま
す
。

■
要
件

○
平
成
１９
年
１
月
１
日
以
前
に
建
築

さ
れ
た
住
宅
で
あ
る
こ
と
。

○
平
成
１９
年
４
月
１
日
か
ら
平
成
２２

年
３
月
３１
日
ま
で
に
改
修
工
事
が

さ
れ
た
住
宅
で
あ
る
こ
と
。

○
次
の
い
ず
れ
か
の
方
が
居
住
し
て

い
る
こ
と
。

①
６５
歳
以
上
の
方

②
要
介
護
認
定
又
は
要
支
援
認
定
を

受
け
て
い
る
方

③
障
害
者
の
方

■
対
象
と
な
る
改
修
工
事

○
次
の
工
事
で
、
補
助
金
を
除
く
自
己

負
担
額
が
３０
万
円
以
上
の
も
の
。

①
廊
下
幅
の
拡
幅

②
階
段
の
こ
う
配
の
緩
和

③
浴
室
の
改
良

④
ト
イ
レ
の
改
良

⑤
手
す
り
の
設
置

⑥
屋
内
の
段
差
の
解
消

⑦
引
き
戸
へ
の
取
り
替
え

⑧
床
表
面
の
滑
り
止
め
化

■
減
額
範
囲

　

一
戸
あ
た
り

１００
㎡
を
限
度
と
し
て
、

３
分
の
１
が
減
額
さ
れ
ま
す
。（
居
住

部
分
の
み
）

■
減
額
期
間　

１
年

■
必
要
書
類

　

改
修
工
事
後
３
か
月
以
内
に
次
の

書
類
を
税
務
課
ま
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

①
申
告
書

②
申
告
の
日
に
居
住
し
て
い
る
方
の

住
民
票

③
居
住
者
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
示

す
書
類
の
写
し

④
工
事
明
細
書（
対
象
と
な
る
工
事
の

費
用
が
分
か
る
も
の
）

⑤
改
修
工
事
箇
所
の
写
真
、
図
面
等
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休
日
の
市
税
等
納
付
窓
口
を
開
設
し
ま
す

　

仕
事
な
ど
で
「
平
日
は
、
税
金
を
納

め
る
た
め
に
金
融
機
関
や
市
役
所
に

行
く
時
間
が
な
い
。」
と
い
っ
た
方
に

も
納
税
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
、
毎
月
第
４
日
曜
日
に
「
休

日
納
付
窓
口
」
を
開
設
し
ま
す
。
中
山
・

双
海
地
域
事
務
所
で
は
実
施
し
ま
せ

ん
。

　

納
税
の
ほ
か
に
も
、
各
料
金
の
お
支

払
い
や
納
付
相
談
な
ど
が
で
き
ま
す

の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
実
施
予
定
日（
毎
月
第
４
日
曜
日
）

７
月
２２
日
、
８
月
２６
日
、
９
月
２３
日
、

１０
月
２８
日
、
１１
月
２５
日
、
１２
月
２３
日
、

１
月
２７
日
、
２
月
２４
日
、
３
月
２３
日
。

　
■
時
間　

８
時
～
１７
時

■
場
所　

伊
予
市
役
所
１
階
会
計
課
収

納
窓
口（
正
面
玄
関
か
ら
入
っ
て
右
へ
）

■
内
容

○
市
税（
市
県
民
税
、
固
定
資
産
税
、
国

民
健
康
保
険
税
、
軽
自
動
車
税
）

○
各
料
金（
介
護
保
険
料
、
上
下
水
道

料
金
、
下
水
道
受
益
者
負
担
金
、
保
育

所
・
幼
稚
園
の
保
育
料
、
市
営
住
宅
家

賃
、
施
設
使
用
料
等
）の
収
納

※
施
設
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
納
付
書
を

　

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
簡
易
水
道
に
つ
い
て
は
水
道
課
へ
、
集

　

落
排
水
事
業
に
つ
い
て
は
下
水
道
課
へ

　

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
税
金
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
方

へ
の
納
税
相
談

■
問
い
合
わ
せ

○
市
税

　

会
計
課
収
納（
内
線
５
４
８
）

○
介
護
保
険
料

　

長
寿
介
護
課（
内
線
５
５
９
）

○
上
下
水
道
料
金

　

水
道
課（
内
線
７
１
２
）

○
下
水
道
受
益
者
負
担
金

　

下
水
道
課（
内
線
５
７
６
）

○
保
育
料

　

保
育
所
…
福
祉
課（
内
線
５
３
９
）

　

幼
稚
園
…
学
校
教
育
課（
内
線
７
２
２
）

○
市
営
住
宅
家
賃

　

都
市
整
備
課（
内
線
５
９
５
）

○
施
設
使
用
料

　

各
施
設
申
請
窓
口

長
寿
介
護
課
（
内
線
５
６
２
）

平
成
１９
年
４
月
１
日
か
ら

福
祉
用
具
貸
与
の
対
象
者
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た

　

要
支
援
１
・
２
及
び
要
介
護
１
の
認

定
者
に
対
す
る
福
祉
用
具
貸
与
に
つ

い
て
は
、
一
部
の
品
目
で
、
例
外
を
除

き
介
護
給
付
の
対
象
外
で
し
た
。
し
か

し
、
軽
度
者
の
中
に
も
福
祉
用
具
が
必

要
な
場
合
が
あ
る
た
め
、
従
来
の
例
外

給
付
の
判
断
方
法
に
新
た
な
方
法
が

追
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

従
来
の
判
断
方
法
で
は
、
要
介
護
認

定
デ
ー
タ
等
で
客
観
的
に
決
定
し
て

い
ま
し
た
が
、
さ
ら
に
次
に
該
当
し
、

主
治
医
の
所
見
に
基
づ
い
た
サ
ー
ビ

ス
計
画
が
適
切
に
な
さ
れ
る
場
合
は
、

貸
与
可
能
と
な
り
ま
す
。

①
時
間
帯
に
よ
り
頻
繁
に
福
祉
用
具

　

が
必
要
と
な
る
場
合

②
状
態
が
急
速
に
悪
化
し
、
短
時
間
で

　

福
祉
用
具
が
必
要
と
な
る
場
合

③
症
状
の
重
篤
化
回
避
の
た
め
、
福
祉

　

用
具
が
必
要
と
な
る
場
合

※
詳
し
く
は
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
相
談

　

し
て
み
ま
し
ょ
う
。

福
祉
課
（
内
線
５
５
３
・
５
５
６
）

障
害
者
相
談
員
が

障
害
者
の
福
祉
相
談
に
応
じ
ま
す

　

障
害
者
相
談
員
は
、
日
常
か
ら
障
害

者
や
そ
の
家
族
の
相
談
に
応
じ
て
、
必

要
な
助
言
や
関
係
機
関
へ
連
絡
を
取

る
な
ど
し
て
、
自
立
更
生
を
支
援
し
、

社
会
参
加
を
促
進
す
る
ほ
か
、
障
害
者

の
地
域
活
動
の
中
心
と
な
っ
て
障
害

福
祉
の
普
及
に
努
め
て
い
ま
す
。
市
の

障
害
者
相
談
員
は
次
の
方
で
す
。

※
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま

す
。

■
身
体
障
害
者
相
談
員

藤
岡  

健
次
さ
ん（
米　

湊
）

☎
９
８
２
ー
２
１
７
０

水
田  

恒
二
さ
ん（
本　

郡
）

☎
９
８
２
ー
３
６
７
５

■
知
的
障
害
者
相
談
員

長
戸  

和
子
さ
ん（
米　

湊
）

☎
９
８
２
ー
４
５
４
７

「
下
灘
老
人
憩
の
家
」
の
指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま
す

長
寿
介
護
課
（
内
線
５
４
４
）

　

市
で
は
、
下
灘
老
人
憩
の
家
の
管
理

運
営
に
つ
い
て
指
定
管
理
者
を
募
集

し
ま
す
。
申
請
が
複
数
出
た
場
合
は
、

審
査
を
行
い
、
最
も
適
切
な
団
体
を
選

定
し
ま
す
。

■
指
定
管
理
に
よ
る
管
理
運
営
を
予

定
し
て
い
る
施
設

下
灘
老
人
憩
の
家

■
提
出
書
類

・
施
設
指
定
管
理
者
指
定
申
請
書（
市

の
所
定
の
書
式
）

・
法
人
に
あ
っ
て
は
、
法
人
の
登
記
簿

謄
本

・
非
法
人
に
あ
っ
て
は
、
団
体
の
代
表

者
の
身
分
証
明
書

・
定
款
、
規
約
等
の
書
類
又
は
こ
れ
ら

に
相
当
す
る
書
類

・
申
告
書（
市
の
所
定
の
書
式
）

・
国
税
、
地
方
税
の
完
納
証
明
書
又
は

納
税
義
務
が
な
い
旨
の
理
由
書

・
管
理
を
行
う
公
の
施
設
の
事
業
計
画

書・
管
理
に
お
け
る
収
支
計
画
書

■
団
体
の
経
営
状
況
等
を
説
明
す
る

書
類

・
前
事
業
年
度
の
収
支
計
算
書
又
は
こ

れ
に
相
当
す
る
書
類

・
前
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表
及
び
財

産
目
録
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
書

類・
現
事
業
年
度
の
収
支
予
算
書
及
び
事

業
計
画
書

・
団
体
の
事
業
報
告
書
を
作
成
し
て
い

る
場
合
は
、
当
該
報
告
書

・
団
体
役
員
名
簿
及
び
組
織
に
関
す
る

事
項
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類
又
は

こ
れ
ら
に
相
当
す
る
書
類

※
伊
予
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w

.

city.iyo
.ehim

e.jp/

に
詳
細
を
掲
載
し
て

い
ま
す
。

■
申
込
期
間

７
月
２
日
㈪
～
２７
日
㈮

■
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ

長
寿
介
護
課（
〒
７
９
９
ー
３
１
９
３
、

伊
予
市
米
湊

８２０
番
地
）

情報公開制度・個人情報保護法の運用状況

　市では、地方分権にふさわしい市民参画によ

る公正で開かれた市政をより一層推進するため、

情報公開制度及び個人情報保護制度を実施して

います。

■情報公開制度の運用状況（平成１８年度中）

実施機関 内　　　容 件数

市　長

公文書公開請求 ６

決
定
通
知

公開決定 ６

全部公開 １

部分公開 ５

非公開決定 ０

不服申し立て ０

■個人情報保護制度の運用状況

  平成１８年度の個人情報開示請求はありませんで

した。

■問い合わせ　総務課（内線５０８）
■問い合わせ　福祉課（内線５２６）又は各地域事務所総合

窓口課。

　―戦没者等のご遺族の皆様へ

　　　　特別弔慰金が支給されます―　
　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成１７年４月１日にお
いて、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に、
第８回特別弔慰金として額面４０万円、１０年償還の記名国債
が支給されます。
　過去に弔慰金を受給されたことがあり、平成１７年４月１
日以降申請されていない方、又は、新たに受給権者となられ
たご遺族の方は手続きを行ってください。

■請求期限　平成２０年３月３１日

　―戦傷病者の妻の方へ

　　　　特別給付金が支給されます―　  
　平成１８年１０月１日に、増加恩給、傷病年金、障害年金等を
受けている戦傷病者の妻の方、前回受給権を有していた戦
傷病者の方が死亡された場合の、その妻の方等へ、１０年償
還若しくは５年償還の記名国債が支給されます。

■請求期限　平成２１年９月３０日

収
納
窓
口
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中
学
生
に
よ
る
職
場
体
験
学
習
実
施
の
お
知
ら
せ

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
（
内
線
７
２
１
）

　

市
は
、
平
成
１９
年
度
文
部
科
学
省
か

ら
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
実
践
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
推
進
地
域
の
指
定
を
受
け
、
市
内

中
学
校
の
２
年
生
全
員（

３５３
人
）が
、
市

内
の
事
業
所
を
中
心
に
キ
ャ
リ
ア
・
ス

タ
ー
ト
・
ウ
ィ
ー
ク（
５
日
間
の
職
場

体
験
学
習
）に
挑
み
ま
す
。

　

５
日
間
の
職
場
体
験
を
実
施
す
る

こ
と
に
よ
り
、
生
徒
た
ち
に
働
く
こ
と

の
厳
し
さ
や
喜
び
な
ど
を
実
感
さ
せ
、

社
会
的
、
職
業
的
自
立
に
向
け
て
、
一

人
一
人
の
勤
労
観
や
職
業
観
が
育
成

さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

応
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

学校名
職場体験実施期間

（予定）

港南中学校 ８月２０日㈪～２４日㈮

伊予中学校 ８月６日㈪～１０日㈮

中山中学校
７月２８日㈯～

８月３日㈮

下灘中学校 ７月２日㈪～６日㈮

上灘中学校 ７月２日㈪～６日㈮

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度
が
あ
り
ま
す

保
険
年
金
課
（
内
線
５
４
７
）

　

国
民
年
金
保
険
料
の
月
額
は
１
４
，

１
０
０
円（
平
成
１９
年
度
）で
す
が
、
経

済
的
な
理
由
等
で
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
場
合
は
、
申
請
に
よ
り
、
保
険

料
の
納
付
が
免
除
又
は
一
部
納
付（
一

部
免
除
）と
な
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
の
免
除
制
度
は
、「
全
額
免

除
」「
半
額
納
付
制
度
」
の
２
種
類
で
し

た
が
、
平
成
１８
年
７
月
か
ら
、「
４
分
の

１
納
付
制
度
」「
４
分
の
３
納
付
制
度
」

の
２
種
類
が
新
た
に
加
わ
り
、
全
額
免

除
制
度
と
３
段
階
の
一
部
納
付
制
度

に
な
り
ま
し
た
。

○
一
部
納
付
す
る
場
合
の
月
々
の
保

険
料
は
次
の
と
お
り
で
す
。

４
分
の
１
納
付
→
３
，
５
３
０
円

２
分
の
１
納
付
→
７
，
０
５
０
円

４
分
の
３
納
付
→
１
０
，
５
８
０
円

　

こ
れ
ら
の
制
度
を
利
用
す
る
場
合

は
、
本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の
前
年

所
得
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
基
準
額
以

下
で
あ
る
こ
と
が
条
件
で
す
。

　

国
民
年
金
の
給
付
の
３
分
の
１
は

国
庫
負
担
で
賄
わ
れ
て
い
る
た
め
、
保

険
料
が
免
除
さ
れ
た
期
間
は
、
老
齢
基

礎
年
金
の
計
算
の
際
に
国
庫
負
担
に

相
当
す
る
額
が
年
金
額
に
反
映
さ
れ

ま
す
。
ま
た
、
万
が
一
の
と
き
の
障
害

基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け

る
場
合
の
受
給
資
格
に
も
含
ま
れ
る

た
め
安
心
で
す
。

　

た
だ
し
、
一
部
納
付
制
度
は
、
納
付

す
べ
き
一
部
保
険
料
が
未
納
と
な
っ

た
場
合
は
、
一
部
免
除
が
無
効
と
な
り
、

老
齢
・
障
害
・
遺
族
の
基
礎
年
金
の
受

給
資
格
期
間
に
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
の

で
、
必
ず
一
部
保
険
料
を
納
付
し
て
く

だ
さ
い
。

■
免
除
さ
れ
た
保
険
料
の
追
納
に
つ

い
て

　

免
除
又
は
猶
予
さ
れ
た
保
険
料
に
つ

い
て
は
、将
来
受
け
取
る
年
金
額
が
少
な

く
な
ら
な
い
よ
う
、１０
年
以
内
に
納
付
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
場

合
、承
認
さ
れ
た
期
間
が
属
す
る
年
度
か

ら
起
算
し
て
３
年
度
目
以
降
に
納
付
す

る
場
合
は
、経
過
し
た
年
数
に
応
じ
た
一

定
の
加
算
額
が
加
わ
り
ま
す
。

年
金
相
談
の
時
間
延
長
と
休
日
相
談

　

社
会
保
険
事
務
所
で
は
、年
金
相
談
時
間

延
長
と
休
日
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

○
毎
週
月
曜
日　

１９
時
ま
で

○
毎
月
第
２
土
曜
日　

８
時
３０
分
～
１７

時
１５
分

■
問
い
合
わ
せ　

松
山
西
社
会
保
険
事

務
所 

☎
９
２
５
ー
５
１
０
５

保
険
年
金
課
（
内
線
５
４
５
）

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
に

臓
器
提
供
意
思
表
示
欄
を
設
け
ま
す

　

平
成
１９
年
８
月
１
日
か
ら
、
国
民
健

康
保
険
の
被
保
険
者
に
交
付
す
る
被

保
険
者
証
の
裏
面
に
、
臓
器
を
提
供
し

た
い
方
の
意
思
を
尊
重
す
る
た
め
、
臓

器
提
供
意
思
表
示
欄
を
設
け
ま
す
。
国

民
は
、
臓
器
を
提
供
す
る
権
利
、
し
な

い
権
利
を
持
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

こ
の
意
思
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な

け
れ
ば
、
こ
の
権
利
を
実
現
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

　

市
で
は
、
皆
さ
ん
の
権
利
の
支
援
策

と
し
て
臓
器
提
供
意
思
表
示
欄
を
作

成
し
ま
し
た
。
脳
死
後
の
臓
器
提
供
は

１５
歳
以
上
の
み
有
効
で
す
。
家
族
で
よ

く
話
し
合
っ
て
、
自
分
の
意
思
を
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。

※
臓
器
提
供
を
強
要
す
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
被
保
険
者
証
の
記
入
は
あ
く

ま
で
任
意
で
す
の
で
、
未
記
入
で
も
か

ま
い
ま
せ
ん
。

　

新
し
い
被
保
険
者
証
を
７
月
中
に

郵
送
し
ま
す
。
た
だ
し
、
長
期
間
国
保

税
を
納
付
し
て
い
な
い
方
は
、
窓
口
で

納
付
相
談
の
後
、
被
保
険
者
証
を
交
付

し
ま
す
。
な
お
、
住
所
変
更
な
ど
で
郵

便
物
が
届
か
な
い
方
は
、
保
険
年
金
課

窓
口
で
交
付
し
ま
す
。

国民健康保険
被保険者証 有 効 期 限　　平成○年 ○ 月 ○ 日

記　号　番　号　　１２３４５６７８

氏　　　　　名　　伊予　太郎　　　　　　　　     　性別　男

生　年　月　日　　　　　　　　 　　　　　　 昭和○年○月○日

資格取得年月日　　　　　　　　　　　 　　　 平成○年○月○日

交 付 年 月 日　　　　　　　　　　 　　　　 平成○年○月○日

世 帯 主 氏 名　　伊予　花子

住　　　　　所　　伊予市米湊○○○番地

保 険 者 番 号

保　険　者　名　　　　　　愛 媛 県 伊 予 市

愛媛県伊予市米湊８２０番地（TEL０８９－９８２－１１１１）

■国民健康保険被保険者証

○表面

○裏面

注意事項
１．
２．

１私は、脳死判定に従い脳死後、移植の為に○で囲んだ臓器を提供します。

　　  心臓・肺・肝臓・腎臓・小腸・眼球・その他（　　）

２私は、心臓が停止した死後、移植の為に○で囲んだ臓器を提供します。　

　　  腎臓・膵臓・眼球・その他（　　）

３私は、臓器を提供しません。

《署名》　 　　　　　　　　《署名年月日》　　／　／

臓器提供意思表示欄
（該当する１～３のいずれかを○で囲んでください）

『
エ
コ
改
修
検
討
会
』
の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す

教
育
委
員
会
学
校
教
育
課
（
内
線
７
１
６
）

　

市
で
は
、
環
境
建
築
や
翠
小
学
校
の

エ
コ
改
修
に
つ
い
て
学
び
、
そ
の
内
容

を
生
か
し
て
本
改
修
の
基
本
構
想
案

を
作
成
す
る
「
翠
小
学
校
エ
コ
改
修
検

討
会
」
の
参
加
者
を
次
の
と
お
り
募
集

し
ま
す
。

■
応
募
条
件

　

原
則
、
す
べ
て
の
検
討
会
に
自
費
参

加
で
き
る
方
で
、
環
境
建
築
や
学
校
エ

コ
改
修
事
業
に
関
心
の
あ
る
設
計
・
施

工
・
造
園
・
設
備
等
の
関
係
事
業
者
や

研
究
者
、
地
域
住
民
な
ど
。

■
検
討
会
の
開
催
内
容

　

翠
小
学
校
又
は
伊
予
市
市
民
会
館

等
を
会
場
と
し
て
、
平
成
２０
年
３
月
末

日
ま
で
の
平
日
、
昼
間
に
６
回
程
度
開

催
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
第
１

回
検
討
会
を
７
月
２０
日
㈮
に
開
催
す

る
予
定
で
す
。
ま
た
、
自
由
参
加
に
て

別
途
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
等
を
開
催
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
応
募
方
法

　

自
由
様
式
に
、
参
加
の
動
機
・
住
所
・

氏
名（
フ
リ
ガ
ナ
）・
年
齢
・
職
業
・
電
話

番
号
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
・
メ
ー
ル
ア
ド
レ

ス
を
記
入
し
、
直
接
持
参
い
た
だ
く
か
、

郵
送
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル
で
７

月
１０
日
㈫（
必
着
）ま
で
に
、
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

■
そ
の
他

・
応
募
書
類
は
、
返
却
し
ま
せ
ん
。

・
結
果
は
、
応
募
者
全
員
に
通
知
し
ま
す
。

・
応
募
者
多
数
の
場
合
は
、
参
加
を
お

断
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
本
検
討
会
へ
の
参
加
が
、
次
年
度
開

催
予
定
の
「
設
計
業
者
選
定
審
査
会
」

の
参
加
要
件
と
な
り
ま
す
。

・
本
事
業
の
詳
細
は
、
環
境
省
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジhttp://w

w
w

.eco
fl
o
w

.jp/pro
ject/

index.htm
l

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
提
出
先
・
問
い
合
わ
せ

　

伊
予
市
教
育
委
員
会
学
校
教
育
課

（
〒
７
９
９
ー
３
１
９
３
、
伊
予
市
米
湊

８２１
番
地
１３
、☎
９
８
２
ー
１
１
１
１
、

９
８
３
ー
２
５
５
１
、
メ
ー
ル
ア
ド
レ

スgkyo
uiku0

1
@

city.iyo
.ehim

e.jp

）

※
提
出
さ
れ
た
個
人
情
報
は
、
本
目
的
以

　

外
に
は
利
用
し
ま
せ
ん
。

手相鑑定で不安に陥れ、印鑑を買わされる被害

　「キャンペーン中なので手相鑑定料を安くす

る」と言われ見てもらったところ、「事務所に来

ればもっと詳しく見てあげる」と言われた。

　後日、事務所に行くと「子どもが大病する、印

鑑を作れば災難を免れる」など 4 時間も勧誘さ

れ、何度も断ったが、仕方なく安いほうの９万円

の印鑑を買ってしまった。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

〈ひとこと助言〉

☆こういった開運商法と呼ばれる手口に一度応

　じると数珠やアクセサリーなど次々に売りつ

　けられる恐れがあります。

☆今回は、クーリング・オフ期間を過ぎていたが、

　販売方法などの問題点を指摘し、無条件解約

　となりました。

■相談窓口　愛媛県消費生活センター
　　　　　　☎９２５－３７００

3 8 0 1 0 5



水 道 の 休 日 当 直 当 番 業 者
◆土・日曜日、祝日の上水道、簡易水道、条例水道の緊急業

務（簡易な修理は除く）は、次の当直水道指定工事事業
者にご相談ください。

月 日 指定工事事業者 電　　話

７

１㈰
岩井水道工業所 大　平 ９８３－３０６６
藤岡工業㈱ 上　灘 ９８６－０３５０

７㈯
豊田設備 下吾川 ９８２－６８６７
㈲二宮水道工業 下吾川 ９８３－２８１９

８㈰
未来設備 尾　崎 ９８３－５２８２
功栄設備 中　村 ９８２－５８８８

１４㈯
㈲升田金物店 出　渕 ９６７－００６７
㈲ハヤタ設備工業 上吾川 ９８３－０３９８

１５㈰
西岡建材㈱ 下吾川 ９８３－１５９８
友澤設備 大　平 ９８２－１３８１

１６㈪
武智水道工業㈱ 上三谷 ９８２－１２６８
㈲田中興業 中　山 ９６７－０５５８

２１㈯
㈱佐々木工業所 湊　町 ９８３－０４５０
佐伯工業所 灘　町 ９８３－１２４４

２２㈰
㈲港南設備 稲　荷 ９８２－４４８７
㈱中山建設 中　山 ９６７－１０３５

２８㈯
Ｋ・シマダ 下吾川 ９８３－６５５３
㈲協和設備工業 上吾川 ９８３－４１８５

２９㈰
㈲栄電機設備 中　山 ９６７－１３１８
㈱伊予設備 米　湊 ９８３－４６１３

※業者への依頼は、８：００～１７：００の時間帯にお願いします。
※水道メーターから宅地内側の修理は、全て有料です。

MUNICIPAL
GOVERNMENT
NEWS

広報いよし (16)広報いよし(17)

シートベルトを正しく着用しましょう！

＝ 市内の交通事故状況 ＝

＝ 市内の街頭犯罪等発生状況 ＝
（５月末日現在）

５月 累　計 前 年 比

侵 入 盗 ４件 ２４件 ー３件

自 動 車 盗 ０件 ３件 ＋２件

オートバイ盗 ０件 ２件 －４件

自 転 車 盗 ４件 １７件 －１１件

車 上 ねらい １件 １７件 ー４件

安全は 一人ひとりの 意識から
安心は 人のつながり 地域から

（５月末日現在）

５月 累計 前年比

発　生 １３件 ９１件 ー１２件

死　者 ０人 １人 ー １人

傷　者 １７人 １１４人 －２２人

■伊予市管内の火災と救急出場件数（５月末日現在）

種別 ５月分 累計（１月から）

火 災

件 数

本庁 ０

０

本庁 ５

７中山 ０ 中山 １

双海 ０ 双海 １

救急出場

件 数

本庁 ９７

１５０

本庁 ５２７

７０７中山 ２１ 中山 ８４

双海 ３２ 双海 ９６

☎
火災・救急　➡　１１９

火　　災
救急病院

  案内 ９８２－５９５９

皆
さ
ん
の
安
心
の
た
め
、
消
防
は
２４
時
間
活
動
し
て
い
ま
す
。

～
水
の
事
故
か
ら
身
を
守
ろ
う
～伊

予
消
防
署
☎
９
８
２
ー
０
６
５
７

～
人
命
救
助
に
か
け
る
熱
き
思
い
～

『
全
国
消
防
救
助
技
術
大
会
』

　

今
年
も
夏
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
こ

の
季
節
は
、
一
年
中
で
最
も
水
の
事
故

が
多
く
な
る
季
節
で
も
あ
り
ま
す
。

　

水
は
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
く
う
え

で
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
が
、

一
つ
間
違
え
ば
生
命
に
か
か
わ
る
重

大
な
事
故
に
つ
な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
水
に
よ
る
事
故
は
、
一
瞬
の

気
の
緩
み
や
不
注
意
か
ら
起
き
て
い

ま
す
。
水
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
事
故

の
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
ず
に

周
囲
の
人
が
気
を
配
り
、
事
故
を
未
然

に
防
ぐ
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

こ
ん
な
場
所
は
要
注
意
！

《
家
庭
内
》

▽
水
の
入
っ
て
い
る
浴
槽
、
洗
濯
機

▽
家
庭
で
遊
ぶ
ビ
ニ
ー
ル
プ
ー
ル

▽
庭
の
池　

な
ど

※
好
奇
心
と
行
動
力
の
か
た
ま
り
で
あ
る

乳
幼
児
の
事
故
は
、
周
囲
の
大
人
が
気

を
配
っ
て
予
防
す
る
以
外
に
方
法
は
あ

り
ま
せ
ん
。
日
ご
ろ
か
ら
子
ど
も
の
行

動
を
先
回
り
し
て
、
環
境
の
整
備
を
心

掛
け
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

《
家
の
周
囲
》

▽
た
め
池
や
用
水
路

▽
工
事
現
場

▽
使
わ
れ
て
い
な
い
井
戸

▽
ふ
た
の
な
い
マ
ン
ホ
ー
ル

▽
『
危
険
』
の
表
示
が
あ
る
場
所

※
子
ど
も
た
ち
は
、
危
険
な
場
所
ほ
ど
興

味
を
引
か
れ
る
も
の
で
す
が
、
危
険
か

ど
う
か
の
判
断
が
で
き
ま
せ
ん
。
実
際

に
家
の
周
囲
の
危
険
な
場
所
を
見
せ
て

指
導
し
て
お
く
の
も
事
故
を
防
止
す
る

一
つ
の
方
法
で
す
。

子
ど
も
が
泳
ぎ
に
行
く
時
に
は
…

▽
ど
こ
へ
行
く
の
か
聞
く
。

　
（
海
、
川
に
子
ど
も
た
ち
だ
け
で
行
か

　

せ
な
い
。）

▽
だ
れ
と
行
く
の
か
聞
く
。

　

こ
の
大
会
は
、
一
般
的
に
は
知
ら
れ

て
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
㈶
全
国
消

防
協
会
主
催
に
よ
り
、
昭
和
４７
年
か
ら

毎
年
開
催
さ
れ
、
今
年
で
３６
回
目
に
な

り
ま
す
。
救
助
技
術
の
高
度
化
に
必
要

な
基
本
的
要
素
を
練
磨
す
る
こ
と
を

通
じ
て
、
消
防
救
助
活
動
に
不
可
欠
な

体
力
・
精
神
力
・
技
術
力
を
養
う
と
と

も
に
、
全
国
の
消
防
救
助
隊
員
が
一
同

に
会
し
、
競
い
・
学
ぶ
こ
と
を
通
じ
て
、

他
の
模
範
と
な
る
消
防
救
助
隊
員
を

育
成
し
、
市
民
の
消
防
に
寄
せ
る
期
待

に
力
強
く
応
え
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

　

伊
予
消
防
で
は
、
こ
の
全
国
大
会
に

向
け
て
、
７
月
３
日
㈫
に
「
伊
予
消
防

救
助
大
会
」
を
開
催
し
、
優
秀
な
成
績

を
お
さ
め
た
個
人
・
チ
ー
ム
は
、
高
松

で
開
催
さ
れ
る
「
第
３６
回
消
防
救
助
技

術
四
国
地
区
指
導
会
」
に
出
場
し
、
四

国
大
会
で
ト
ッ
プ
の
成
績
を
お
さ
め

た
選
手
は
、東
京
都
で
開
催
さ
れ
る「
第

３６
回
全
国
消
防
救
助
技
術
大
会
」
に
出

場
し
ま
す
。
伊
予
消
防
で
は
、
過
去
に

２
個
人
、
１
チ
ー
ム
が
栄
え
あ
る
全
国

大
会
出
場
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

　
（
一
人
で
は
行
か
せ
な
い
。）

▽
い
つ
帰
る
の
か
聞
く
。

　
（
約
束
の
時
間
内
に
帰
ら
せ
る
）

▽
泳
ぐ
時
の
注
意
点
を
言
い
聞
か
せ

る
。

▽
行
く
前
に
は
必
ず
健
康
チ
ェ
ッ
ク
を

す
る
。

　

顔
色
は
よ
い
か
？

　

熱
は
な
い
か
？

　

風
邪
を
ひ
い
て
い
な
い
か
？

　

疲
れ
て
い
る
様
子
は
な
い
か
？

中
小
企
業
振
興
資
金
融
資
制
度

産
業
経
済
課
（
内
線
５
７
３
）

　

市
内
で
１
年
以
上
、
中
小
企
業
を
経

営
し
て
い
る
個
人
又
は
法
人
の
方
に
、

事
業
に
必
要
な
運
転
資
金
や
設
備
資
金

を
低
利
で
融
資
す
る
制
度
を
設
け
て
い

ま
す
。
お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
融
資
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方

○
市
内
に
住
居
又
は
事
業
所
が
あ
り
、

市
税
を
完
納
し
て
い
る
方

■
融
資
条
件

○
融
資
限
度
額　

５００
万
円

○
融
資
期
間　

６０
か
月
以
内

○
返
済
方
法　

原
則
と
し
て
分
割
払

い（
一
括
払
い
も
可
）

○
保
証
人　

法
人
の
場
合
は
、
そ
の
代

表
者
の
方
。
個
人
の
場
合
は
、
原
則
と

し
て
不
要
で
す
が
、
経
営
者
本
人
の
配

偶
者
等
を
保
証
人
と
し
て
求
め
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

■
貸
付
利
率　

年
２
・
４
０
％（
国
民

生
活
金
融
公
庫
普
通
貸
付
利
率
の

０
・
３
％
引
き
、
６
月
末
日
の
変
動
利
率
）

保
険
年
金
課
（
内
線
５
４
７
）

一
定
の
障
害
の
あ
る
方
は

『
老
人
保
健
制
度
』
で
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　

６５
歳
以
上
７５
歳
未
満
の
一
定
の
障

害
の
あ
る
方
は
、
申
請
を
す
る
こ
と
に

よ
り
老
人
保
健
制
度
で
医
療
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
対
象
者

　

６５
歳
以
上
７５
歳
未
満
の
方
で
、
次
の

手
帳
を
お
持
ち
の
方

○
身
体
障
害
者
手
帳

・
身
体
障
害
者
等
級
表
に
よ
る
級
別
の

３
級
に
該
当
す
る
方

・
同
表
の
４
級
の
一
部
に
該
当
す
る
方

○
精
神
障
害
者
手
帳

・
障
害
等
級
の
１
・
２
級
に
該
当
す
る
方

■
窓
口
に
持
参
す
る
物

○
身
体
障
害
者
手
帳（
障
害
の
程
度
が

分
か
る
も
の
）

○
被
保
険
者
証

○
印
鑑


